
       
【資料３－１】 
第２期幡多地域アクションプラン項目の新旧対照表（案）   

【資料３－２】 
第２期幡多地域アクションプランの追加・削除項目（案）  

【資料３－１】【資料３－２】



№ №

追加 1 水稲と露地野菜を基幹とした水田農業の担い手育成

1 「ユズの産地づくり」 置換 2 有機農業普及・拡大事業

2 幡多地域の集落営農の推進 削除

3 有機農業普及・拡大事業 3 三原村農業公社を核とした農業支援システムの構築

4 異業種からの農業参入への支援 削除

5 木質ペレット対応型加温機導入 削除

6 廃菌床の活用等、地域資源活用型の農業の推進 削除

7 佐賀温泉を拠点にした地域活性化事業(中山間地域の保全と活性化) 置換 4 「若山楮」ブランド復活プロジェクト

8 弘法大師と生きた里山再生プラン(中山間地域の保全と活性化) 置換 5 弘法大師ゆかりの七立栗　特産品化計画

第２期　幡多地域アクションプラン項目の新旧対照表（案）

現　在　（　旧　） 改　定　案　（　新　）
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9 消費の変化に対応できるシュッコンカスミソウ産地の再生 置換 6 有望品目への転換を含めた、大方南部地域の産地再生

10 森の工場・間伐の推進 7 森の工場・間伐の推進

11 林産バイオマスのカスケード型ゼロエミッションシステム構築 置換 8 バイオマスを利用した木材の乾燥施設等の導入

12 「四万十の家」の建築と地域産ヒノキの販売の推進 　　　　　　 9 「四万十の家」と地域産ヒノキの販売の推進

13 町内の持続可能な山林資源を活用した製炭事業 10 町内の持続可能な山林資源を活用した製炭事業

14 宿毛湾地域環境生態系保全活動事業（藻場再生、サンゴ保全） 削除

15 にぎわいづくりを中心とした地域活性化のための魚加工施設の整備 11 地域活性化のための魚加工・販売体制の強化・推進

16 宿毛湾を中心とする地域水産物の流通・加工体制の整備 12 宿毛湾を中心とする地域水産物の流通・加工体制の推進

17 民間企業との連携による水産物の販路拡大 13 民間企業との連携による水産物の販路拡大

追加 14 宿毛近海の水産資源を活用した地域ブランド確立・推進事業

18 サメ漁業の復活に向けた取り組み 15 サメ漁業の復活に向けた取り組み

19 宗田節の販路拡大に向けた取り組み 16 宗田節の販路拡大に向けた取り組み

20 四万十川の資源を活かした環境ビジネスの創出 置換 17 “川辺の暮らし”を支える豊かな四万十川再生プラン

21 キビナゴ加工商品の生産体制強化 18 キビナゴ加工商品の生産体制強化21 キビナゴ加工商品の生産体制強化 18 キビナゴ加工商品の生産体制強化

追加 19 大月町種苗生産施設活用による県内産養殖種苗のシェア拡大

22 直七の搾汁・商品加工をする施設整備 20 直七の生産、加工、販売の促進

23 地域の素材を活用した「おいしいもの」づくり 21 地域の素材を活用した「おいしいもの」づくり

24 環境に配慮した街づくりのための堆肥化工場の整備 削除

25 土佐清水市地域再生計画（大岐地区等の開発計画） 22 土佐清水市地域再生計画（大岐地区等の開発計画）

26 地域資源を統括したプログラム構築によるしみずの元気再生事業 23 地域資源を統括したプログラム構築によるしみずの元気再生事業

追加 24 土佐清水知的財産産業化事業

27 地元農産物を使った商品開発事業 25 地元農産物を使った商品開発事業

28 食育プラザ整備事業 置換 26 「いちじょこさん市場」を拠点とした中心市街地活性化の推進

29 栗からはじまる西土佐地産外商プロジェクト 27 栗からはじまる西土佐地産外商プロジェクト

追加 28 西土佐拠点ビジネス推進事業（売り出せ西土佐プロジェクト）

30 拠点ビジネスの推進（大月町まるごと販売事業） 29 拠点ビジネスの推進（大月町まるごと販売事業）

31 苺を核とした６次産業化 30 苺を核とした６次産業化

32 月光桜からはじまる「牧野富太郎のみち」づくり 31 月光桜からはじまる「牧野富太郎のみち」づくり32 月光桜からはじまる「牧野富太郎のみち」づくり 31 月光桜からはじまる「牧野富太郎のみち」づくり

33 「黒潮印」の商品開発 32 黒潮印の商品開発

34 カツオ文化のまちづくり事業 33 カツオ文化のまちづくり事業

追加 34 佐賀地区の地域資源を活用した拠点ビジネスの推進

追加 35 水産物加工施設整備事業

35 幡多広域における滞在型・体験型観光の推進 36 幡多広域における滞在型・体験型観光の推進

36 竜串観光再発見事業 37 竜串観光再発見事業

37 土佐清水まるごと戦略観光展開事業 38 土佐清水まるごと戦略観光展開事業

38 四万十の秋・冬の味覚満喫体験 置換 39 四万十市の地域資源を活かした通年・体験型観光の推進

39 竜ヶ浜自然体験及び環境教育型施設整備 40 竜ヶ浜自然体験・環境教育交流推進事業

40 黒潮町の地域資源を活かした体験型観光の推進 41 黒潮町の地域資源を活かした体験型観光の推進

41 砂浜美術館構想の推進 統合 削除 6

統合 1

分割 0

追追加 7

（置換：事業の進捗状況により、項目名を見直したもの　[軽微な変更等は除く]　）



第２期 幡多地域アクションプランの追加・削除項目（案） 

 

■追加項目 

NO. アクションプラン名 事業概要 

１ 

水稲と露地野菜を基幹とした水田農業の担

い手育成 

 

事業主体：ＪＡ高知はた 

 持続性のある水田農業を確立するため、水稲と

露地野菜を基幹とした大規模経営体、またはそれ

を志向する農業者を対象に、規模拡大による生産

性の向上と安全･安心･高品質生産を推進し、所得

向上と雇用の創出を目指す。 

２ 

宿毛近海の水産資源を活用した地域ブラン

ド確立・推進事業 

 

事業主体：(株)沖の島水産 

 ブリやカツオ等、宿毛近海で獲れる魚を活用し、

消費者ニーズに基づく商品開発・生産体制充実・

販売促進に取り組むことで、地域ブランド確立お

よび原材料そのものの付加価値化を図る。 

３ 

大月町種苗生産施設活用による県内産養殖

種苗のシェア拡大 

 

事業業主体：大月町、（株）山崎技研 

大月町種苗生産施設の県内民間事業者による活

用を図り、養殖用種苗としてのマダイ・シマアジ

の増産による市場シェアの拡大、カンパチ等新魚

種の生産技術確立によるビジネスチャンスの拡大

を目指す。 

４ 

土佐清水知的財産産業化事業 

 

事業主体：（株）土佐清水元気ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

土佐清水市 

 土佐清水市独自の自治体向けコンピューターソ

フを他の自治体に販売するとともに、新たなソフ

ト制作やメンテナンス等を行える人材を育成し、

地域内所得の向上、雇用創出、人材育成、ならび

に各種産業振興への波及効果をも目指す。 

５ 

西土佐拠点ビジネス推進事業（売り出せ西土佐

プロジェクト） 

 

事業主体：四万十市、西土佐商工会 

各種団体や地域産業従事者など多様な人材・組

織が連携し、地域産品・加工品の開発・販売、体

験交流推進、情報発信、施設整備等を行い、幡多

地域の北の玄関口としての総合発信拠点を作り、

四万十市西土佐地域の活性化を目指す。 

６ 

土佐佐賀地区の地域資源を活用した拠点ビ

ジネスの推進 

 

事業業主体：黒潮町 

地元の魚介類や農産物を使ったレストランや、

農林水産物加工品の直販、幡多地域の観光等の情

報発信施設を黒潮町佐賀地区に整備し地域が主体

的に運営することで、地域の魅力の発掘・発信や

消費の拡大、交流人口の拡大を図る。 

７ 

水産物加工施設整備事業 

 

 

実施主体：(有)土佐佐賀産直出荷組合 

これまで以上の衛生管理・品質管理が可能で、

生産拡大が図れる水産物加工施設を整備すること

により、更なる販売拡大を行い地域内の漁業者の

所得拡大を図る。併せて、生産従事者の技術力向

上、営業面での充実、地域雇用を拡大する。 

 

 

■削除項目 

NO. アクションプラン名 削除する理由 

１

No2 幡多地域の集落営農の推進 

 

事業主体：集落営農組織、未設置組織 

幡多地域は目標達成出来ており、今後、地域Ａ

Ｐでの対応を特に必要としない。産業成長戦略で

対応予定。 

 

２

No4 異業種からの農業参入への支援 

 

事業主体：四万十市 

 相談件数が年間 1～2 件であり、相談には、市・

農業委員会・農業振興センター・ＪＡが連携対応

しており、地域ＡＰとして取り組む必要性がない。

 

３

No5 木質ペレット対応型加温機導入 

 

事業主体：四万十市、ＪＡ高知はた 

 コストや供給面等の課題が山積しており、現在

導入する事業者がない。今後も、農林業分野で議

論は継続していく予定。 

 

４

No6 廃菌床の活用等、地域資源活用型の農

業の推進 

事業主体：黒潮町、ＪＡ高知はた 

 農林振興部の補助事業導入により、Ｈ２２堆肥

製造施設建設、Ｈ２３より製造・販売を開始。２

３年度目標を達成できた。 

 

５

No14 宿毛湾地域環境生態系保全活動事業

（藻場再生、サンゴ保全） 

事業主体：宿毛湾環境保全連絡協議会 

 Ｈ２５まで環境保全対策事業として国事業継続

活用予定であり、県産業振興総合補助事業で支援

する予定はない。 

 

６

NO.24 環境に配慮した街づくりのための

堆肥化工場の整備 

事業主体：宿毛市 

 活用を想定していた国からの交付金の廃止等に

伴い、整備計画の見直しが必要となった。 
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